
�愛媛県告示第１９５２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり松山広域福祉施設事務組合を組織す

る地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

久万高原町の加入

２ 増減年月日

平成１６年８月１日

３ 増減許可年月日

平成１６年８月１日

�愛媛県告示第１９５３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり松山広域福祉施設事務組合の規約の

変更を許可した。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を構成する１６市町村のうち久万町、面河村、美川村

及び柳谷村が平成１６年８月１日に合併し久万高原町となる

ことから、平成１６年７月３１日をもって久万町、面河村、美

川村及び柳谷村が組合から脱退し、平成１６年８月１日から

久万高原町が組合に加入する。

２ 規約変更年月日

平成１６年８月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年８月１日
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�愛媛県告示第１９５４号
愛媛県個人情報保護条例第２５条第１項の規定による口頭に

よる開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛

媛県告示第７０１号）の一部を次のように改正する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表愛媛県立医療技術大学一般入学試験の項口頭による開示

請求をすることができる個人情報の内容の欄中「愛媛県立医

療技術大学一般入学試験」を「愛媛県立医療技術大学入学試

験」に、「科目別得点及び総合得点並びに順位」を「総合得

点及び総合順位（推薦入学については、一次選考に係るもの

に限る。）」に改める。
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�愛媛県告示第１９５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、八幡浜市土地改良区から次のとおり役員が住所を変

更した旨の届出があった。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１９５６号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づ

き、次のとおり肥料の登録をした。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

役員の
種 類 氏 名

住 所

変 更 前 変 更 後

理 事 梶 岡 一 郎
八幡浜市川上町川
名津甲３７３番地の
内第１

八幡浜市川上町川
名津甲３７３番地１
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�愛媛県告示第１９５７号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

喜多郡長浜町大字櫛生甲２３の７から甲２３の９まで

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第１９５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１６
年９月
６日

愛媛県
第１２６７
号

魚廃物
加工肥
料

遊子漁
協魚廃
物加工
肥料

窒素全
量
４．５

りん酸
全量
４．６

公定規
格のと
おり

遊子漁業協同
組合
愛媛県宇和島
市遊子２５４８番
地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 国領高木線
新居浜市坂井町三丁目甲３３１６番８地先から

同市坂井町三丁目甲３３１５番６まで

旧 ３．０～３．２ ０．００３

新 １０．９～１１．０ ０．００３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 国領高木線
新居浜市坂井町三丁目甲３３１６番８地先から

同市坂井町三丁目甲３３１５番６まで
平成１６年９月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 桜井山路線
今治市桜井三丁目甲２４番１地先から

同市国分六丁目甲５５６番３地先まで

旧 ４．４～８．６ ０．２２４

新 ９．６～２７．０ ０．２２４

��������������

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年９月１７日 第１５９３号

９４８



�愛媛県告示第１９６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 桜井山路線
今治市桜井三丁目甲２４番１地先から

同市国分六丁目甲５５６番３地先まで
平成１６年９月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
西予市野村町高瀬２５３６番２から

同町高瀬２５１９番まで

旧 ４．６～８．５ ０．１３２

新 １１．０～４３．２ ０．１３２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
西予市野村町高瀬２５３６番２から

同町高瀬２５１９番まで
平成１６年９月１７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４１号
西予市野村町旭２３２番２地先から

同町旭２８０番３まで
平成１６年９月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 立石内子線
喜多郡内子町村前２７５２番２から

同町村前２７５１番地先まで

旧 ４．８～１６．０ ０．１０３

新 ４．８～１６．０
４．８～１９．０

０．１０３
０．０７９
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教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第１０号
愛媛県立図書館管理規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１６年９月１７日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県立図書館管理規則の一部を改正する規則

愛媛県立図書館管理規則（昭和５０年愛媛県教育委員会規則

第６号）の一部を次のように改正する。

別表分館の表南宇和分館の項位置の欄中「御荘町」を「愛

越智郡魚島村
越智郡弓削町
越智郡生名村
越智郡岩城村

「
南町」に改め、別表配本所の表位置の欄中 を

」

越智郡上島町
越智郡上島町
越智郡上島町
越智郡上島町

「 南宇和郡内海村
南宇和郡城辺町
南宇和郡一本松町
南宇和郡西海町

「 南宇和郡愛南町
南宇和郡愛南町
南宇和郡愛南町
南宇和郡愛南町

「
に、 を

」 」 」

に改める。

附 則

この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。

公安委員会告示

�愛媛県公安委員会告示第４号
愛媛県暴走族等の追放の促進に関する条例第１４条第１項の

規定に基づく暴走行為助長禁止重点区域の指定（平成１４年３

月愛媛県公安委員会告示第５号）の一部を次のように改正し

、平成１６年９月２１日から施行する。

平成１６年９月１７日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

表４の項暴走行為助長禁止重点区域の欄中「温泉郡重信町

大字樋口甲５１７番１地先」を「東温市樋口甲５１７番１地先」

に改める。

�愛媛県告示第１９６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９６７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年９月１７日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公安委員会告示第５号
道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の４第１項の規定により次の者を指定したので、指定講習機関に関する規則

（平成２年国家公安委員会規則第１号）第３条の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成１６年９月１７日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 立石内子線
喜多郡内子町村前２７５２番２から

同町村前２７５１番地先まで
平成１６年９月１７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局伊土検（開）第３０号

平成１６年９月３日
伊予郡松前町大字西高柳字隅田８９番１、８９番６及び８９番９

伊予郡松前町大字西高柳７３番地３
白 � 泰 敏
白 � 美 和

名 称 住 所 代表者の氏名 特 定 講 習 を 行 う
事 務 所 の 名 称

特 定 講 習 を 行 う
事 務 所 の 所 在 地

指定講習
の 種 別

指 定
年 月 日

愛媛自動車興業有限会
社

松山市吉藤二丁目２番
３８号 増 田 徹 也 愛媛自動車学校 松山市吉藤二丁目２番

３８号
取消処分
者講習

平成１６年
９月１７日

株式会社石原自動車教
習所

松山市空港通四丁目８
番１２号 石 原 実 石原自動車教習所 松山市空港通四丁目８

番１２号 同 上 同 上
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�愛媛県公営企業告示第５号
次のとおり落札者を決定した。

平成１６年９月１７日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

公営企業告示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県立病院医事システム 三式
（月額賃借料／県立三島病院、県
立南宇和病院、県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１６年８月３１日
株式会社自治体病院
共済会
東京都千代田区紀尾
井町３番２７号

１，９２４，１２５円 一般競争入札 平成１６年７月２０日
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